
小山町選挙管理委員会告示第３１号

令和７年１０月２１日に請求代表者 畑博行、 井芳 、田代一夫及び田代悟から提

出された小山町条例制定請求者署名簿に関し、その縦覧期間内において、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第７４条の２第６項の規定による異議申出がなく（全ての異議

申出について決定し）かつその結果、有効署名の総数は次のとおりである。

令和７年１１月１８日

小山町選挙管理委員会委員長 鈴木 眞夫

有効署名の総数 １，７６１


